
2020 年 3 月 31 日 

お客さま各位  

株式会社 長崎銀行 

   

各種預金規定等の改正について 

  

 平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、弊行は、2020 年 4 月 1 日に施行される民法改正への対応、および「民間公益活動を促進するた

めの休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（以下、「休眠預金等活用法」といいます）にもとづく

休眠預金等代替金の取扱等に対応するため、各種預金規定等を改正いたします。 

 なお、改定後の預金規定は、当行ホームページに掲載し、改正前から取引いただいているお客さまに

も適用させていただきます。 

 

記 

 

1．改正される規定 
 

「普通預金・貯蓄預金共通規定」「普通預金規定」「貯蓄預金規定」「通帳による自動機取引規定」 

「総合口座取引規定」「決済用普通預金規定」「納税準備預金規定」「当座勘定規定」 

「定期預金・通知預金・定期積金共通規定」 

「期日指定定期預金規定」「自動継続期日指定定期預金規定」 

「（大口定期）自由金利型定期預金規定」「（大口定期）自動継続自由金利型定期預金規定」 

「（スーパー定期）自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 単利型」 

「（スーパー定期）自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 単利型」 

「（スーパー定期）自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 複利型」 

「（スーパー定期）自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 複利型」 

「据置型定期預金（自動継続）規定」 

「変動金利定期預金規定 単利型」「自動継続変動金利定期預金規定 単利型」 

「変動金利定期預金規定 複利型」「自動継続変動金利定期預金規定 複利型」 

「通知預金規定」「積立定期預金規定（エンドレス型）」「積立定期預金規定（積立型）」 

「定期積金規定」「財産形成期日指定定期預金規定」「財形住宅預金規定」「財形年金預金規定」 

  「譲渡性預金規定」 
 

2．改正日 

2020 年 4 月 1 日（水） 

 

3.規定の掲載場所 

弊行ホームページの「ためる・ふやす」にアクセスいただき、右メニューより「各種預金取引

規定」を選択してご覧ください。 

  

≪本件に関するお問い合わせ先≫ 

長崎銀行 事務部 事務グループ 

• 電話番号 095-816-2211 

• 受付時間平日 9：00～17：00（銀行休業日を除きます） 

以 上 


